
■子どもの貧困対策推進計画総括及び次期計画にむけた調査票

※第２期子ども・子育て支援事業計画と重なっている事業は省略しています。

＜基本目標１：子どもの健やかな育ちと安心して過ごせる環境の支援＞

施策 個別事業に対する評価

Ｎｏ． 事業 担当課 事業の進捗状況 現計画期間中の取組内容（令和２〜令和５年度）
現計画期間中の事業の達成度

評価
評価の理由・課題

基本施策

各事業について評価基準に基づ
き、選択ください。
Ａ．100％（予定通り）
Ｂ．80-100％（概ね予定通り）
Ｃ．60-80％（やや満たない）
Ｄ．40-60％（予定の半分程度）
Ｅ．40％未満（あまり進んでない）

令和２〜５年度中に実施した取組の内容を記入してください。 各事業について評価基準に基
づき、選択ください。
１．十分な成果があった
２．ある程度の成果があった
３．あまり成果はなかった
４．成果はなかった

※これまでの取り組みの結果からみえる問題点や
課題等、評価の理由となるポイントについて、担当
課の考えを記入してください。

１．内容を拡大して継続
２．これまで通りに継続
３．内容を改善して継続
４．縮小
５．廃止

3 こども食堂の開設 【ＮＰＯ】 B
こども食堂は、計画期間中、地域の団体で最大３か所開設され
ていましたが、令和５年度は１か所のみとなっています。

2

こども食堂の継続的な運営には、人的にも経済的
にも負担があり、京都府や企業の補助金等を活用
して実施いただいています。また、利用するこども
たちの継続的な参加につながらず、利用児童がな
いことも伺っており、金銭面や広報等市の協力も
課題だと感じています。

こども食堂の開設
子どもだけでも利用できる食堂を開設し、一緒に作ったり、みん
なで食事をします。

2

4
食事の提供支援についての
研究

こども家庭課 C

・母子寡婦福祉会の事業として、ひとり親家庭に対し、食料品・
生活必需品等の配布事業を実施され、市としても広報や配布に
ついて協力しました。
・また、南丹市社会福祉協議会では、物価高騰や長引くコロナ禍
への影響により生活が大変になった家庭に対し、食料品・日用
品の配布を実施され、市としても関わりのある家庭への広報等
に協力しました。

2

感染症蔓延や物価高騰による経済的支援としては
実施できましたが、計画の取り組み内容にあるこ
ども食堂のない地域での食事支援については、検
討できませんでした。フードバンクや企業との連携
などでの食事支援について今後の課題と考えま
す。

食事の提供支援についての
研究

こども食堂の設置のない地域での食事支援のあり方について
研究をします。

3

4 子どもの居場所開設 【ＮＰＯ】 B
NPO法人以外にも地域の団体や支援者でこどもの居場所を開
設していただきました。

1

地域の団体や支援者が主になって、それぞれの地
域でこどもの居場所を開設いただいています。今
後も引き続き、こどもの過ごしが保障できるよう地
域と行政とが協働して行くことが求められます。

子どもの居場所開設
放課後や休日に、スタッフが見守る中、地域の子ども達が過ご
せる居場所を提供します。

2

5 第三の居場所開設 こども家庭課 B

令和2年10月にＢ＆Ｇ財団からの助成金を受け、「子ども家庭
サポートセンターＲｕｒｉ」を開設し、現在に至っています。子ども
たちの安心安全となる居場所を提供し、、生活習慣の基礎や学
習習慣の定着支援のために、サポート教室や体験活動に取り組
みました。また、令和４年１２月から送迎ができる仕組みを整え、
利用できる児童の校区を広げ受け入れました。

2

現在、「子ども家庭サポートセンター」のサポート教
室を利用できる児童は、園部町、八木町と限られて
おり、南丹市内のこどもたちを必要な支援につな
げられるよう、児童育成支援拠点事業の在り方を
検討していく必要があります。

第三の居場所開設

家庭生活の支援が必要な子どもを把握するとともに、家庭や学
校に代わる、子ども達が安心して過ごすことができる小中学生
対象の居場所を園部地域に開設しています。居場所では心の豊
かさと生きる力を向上させることを目指し、個々に応じた支援
を行います。

1

交流や体験機会の充実 3 体験活動の実施 【ＮＰＯ】 B

ドリームえんじんネットワークでは、子どもたちの社会性や自立
する力が身につくことを目的とした体験活動（ドリームキャン
プ）を継続して実施されました。
また、その中で令和３年度、４年度については市の事業としてド
リームえんじんネットワークに事業委託をしました。市の委託事
業としては終了いたしましたが、ひとり親家庭等にクーポンを
配布し多くの子どもたちが参加しやすいよう、引き続き協力い
たしました。

2

令和５年度から委託ではなく自主事業として実施
をされていますが、より多くの子どもたちが参加し
やすいよう今後もドリームえんじんネットワークと
協力していきたいと考えます。

交流や体験機会の充実 体験活動の実施 子ども達に自然体験など、豊かな体験活動を提供します。 1

1
生活困窮者世帯に対する学
習支援

福祉相談課 B

子どもの学習・生活支援事業
　小学生及び中学生を対象とし、学習支援員（会計年度任用職
員1名）が対象家庭（生活保護受給世帯及び生活困窮世帯）を訪
問し、子どもの家庭学習の定着に向けて支援しました。
　対象世帯は、母子世帯が大半であり、普段からの家庭学習の
意識付けや家庭環境について親に対する助言もあわせて行な
い、関係機関と連携した総合的な支援に繋げています。

2

　子どもの家庭学習に関しては、子どもたちが置か
れている家庭環境が大きく影響している場合が多
いです。両親の離婚や、親が精神疾患を抱えてい
るケースが多く、学習支援員単独の支援ではなく、
ケースワーカーや相談員（こども家庭課）、学校や
民生児童委員など関係機関と連携した支援が今後
も求められます。

生活困窮者世帯に対する学
習支援

生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもを対象として、
家庭訪問による学習支援を行います。

2

3 学習サポーターの登録・派遣 こども家庭課 E
子どもの居場所での学習サポーターとして学生を募集したり、
ボランティアの活用について南丹市社会福祉協議会と協議しま
したが、条件に合った応募がなく実施に至りませんでした。

3
学生などにボランティアで関わってもらえるよう、
大学等と連携し周知が必要と考えます。

学習サポーターの登録・派遣
経済的な理由により塾に通えない子どもや不登校の子どもの
ための学習支援を行うサポーター（学生等）を募集し、ＮＰＯ等が
開設する居場所などへの派遣を行います。

2

就学・進学支援の充実 2
生活保護法による教育扶助
（小中学生）、生活扶助（一時
扶助）（小学生）

社会福祉課 A

生活保護受給世帯の子ども（令和2年度・小中学生25名、令和
3年度・小中学生22名、令和4年度・小中学生24名、令和5年
度・小中学生24名）に対し、教育扶助費を支給しました。また、
生活保護受給世帯のうち、小学校または中学校へ入学する子ど
もがいる世帯に対し、生活扶助費として入学準備金を支給して
います。

1 生活保護法に基づき、対応しています。 就学・進学支援の充実
生活保護法による教育扶助
（小中学生）、生活扶助（一時
扶助）（小学生）

生活保護受給世帯の子どもが、義務教育を受けるために必要な
費用を支給します。

2

1
ユース・アシスト～立ち直り
支援チーム～との連携

【京都府】（こども家庭課） B
非行等の問題を抱える子どもの立ち直りを支援するため、家庭
支援総合センターと連携し、支援が必要な子どもを支援員につ
なげ、継続した関わりを行いました。

2
関わりが途絶えないように、家庭支援総合センター
や支援員との連携が必要となります。

ユース・アシスト～立ち直り
支援チーム～との連携

非行等の問題を抱える少年の立ち直りを支援するチームが、支
援プログラムを作成し、様々な体験活動等を通じて立ち直りを
支援します。

2

2
なんたんユースＨＵＢ（ハブ）
との連携

【京都府】（こども家庭課） E
年２回のネットワーク会議には参加し、関係者の顔つなぎは継
続しましたが、個別に連携する対象の子どもはありませんでし
た。

3
今後もネットワークはつながりながら、対象の子ど
もがいれば、連携していきます。

なんたんユースＨＵＢ（ハブ）
との連携

京都府ひきこもり訪問応援「チーム絆」事業の取組として、教
育、家庭、就労、福祉の各領域の団体が連携して、南丹地域で不
登校や引きこもりなどに関する支援を提案する取組につなげま
す。

2

就労支援 1
若い世代への就労支援の充
実

商工観光課 B

「京都ジョブパーク」による就職相談会について、市の広報紙へ
の掲載や市内施設へのチラシの配架等の周知を継続して行っ
た。
また、「なんたん地域若者サポートステーション」と連携して南丹
市内において職場見学や職場体験を実施し、その後同企業への
就職につなげることができた。
南丹市内在住の「なんたん地域若者サポートステーション」の利
用者のうち、令和２～５年度中の就職者等数は、延べ１３名。

2

市広報紙やチラシ等による情報発信は継続して
行っていますが、SNSを活用した情報発信ができ
ておらず、若者へ情報が届きづらい状況があるた
め、強化する必要があります。

就労支援
若い世代への就労支援の充
実�

・ハローワークや京都ジョブパークと連携し、これら関係機関が
開催する合同面接会やセミナー開催を周知し、若者（義務教育
終了後の若者）の就労を支援します。
・なんたん地域若者サポートステーションと連携し、学校を卒
業、中退、あるいは仕事を辞め、現在働いていない15歳以上の
若者を対象に個別相談や職場体験などを開催します。

2

現計画の評価 次期計画　記載検討内容

基本施策 施策 事業 事業の内容 事業の方向性

（
１

）
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
の
支
援

食育の推進・食の提供

（
１

）
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
の
支
援

子ども達が未来に希望を持ち、社会を
生き抜くためには、心身の健全な成長
が重要です。
しかし、「子どもの生活状況調査」から
は、生活困難を抱える世帯では、健康
状態がその 他の世帯に比べ悪かった
り、休日の欠食がみられます。
そのため困難を抱えている家庭の子
どもをはじめ、すべての子どもの健や
かな成長を支え るため、育ちの支援
に取り組みます。
また、学校を窓口として、不安や悩み
を抱える子ども達一人ひとりに寄り
添った相談を行 うなど、きめ細やか
に対応できる体制を整備します。

食育の推進・食の提供

（
２

）
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
・
交
流
や
体
験
機
会
の
充
実

居場所の開設

（
２

）
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
・
交
流
や
体
験
機
会
の
充
実

「子どもの生活状況調査」からは、生
活困難を抱える世帯では、子ども達が
放課後を過ごす場所は、その他の世
帯に比べ「学校（部活動など）」や「公
園・広場」が多く、「家族」と過ごす割合
が低くなっています。また、生活に困
難を抱える家庭の子どもは、悩みや不
安を抱えている割合が高く、相談相手
がいない状況も多い傾向がみられま
す。
子どもの心身の健やかな成長にとっ
ては、安心安全であり、過ごしやすい
環境が常に身近にあることが大切で
す。
そのために、放課後等に就労などで保
護者が不在となる子ども達や、様々な
困難を抱えている子ども達に、地域の
中に家庭以外に子ども達が安心して
過ごすことができる居場所の充実を
図ります。
また、居場所や地域の中での交流や
体験を通じて、社会性や自立する力が
身につく機会の充実を目指します。

居場所の開設

（
３

）
子
ど
も
の
学
び
の
支
援

学習支援の推進 （
３

）
子
ど
も
の
学
び
の
支
援

貧困の連鎖を断ち切り、子どもが自ら
の将来を切り拓いていくためには、世
帯の所得の状況に関わらず、均等に
教育を受ける機会が保障されること
が不可欠です。
しかし、「子どもの生活状況調査」から
は、生活困難を抱える世帯では、その
他の世帯に比べ、経済的な理由から
塾や習い事に通う割合が低く、また、
基本的な生活・学習習慣が身に付い
ていない状況がみられます。
家庭環境や経済的な状況によらず、学
習意欲や学習習慣を身につけ、学習
ができる環境づくりや、希望に応じた
進学ができるよう相談や学習支援、経
済的支援などを行います。

学習支援の推進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

専門家による支援

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

専門家による支援
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■子どもの貧困対策推進計画総括及び次期計画にむけた調査票

※第２期子ども・子育て支援事業計画と重なっている事業は省略しています。

＜基本目標１：子どもの健やかな育ちと安心して過ごせる環境の支援＞

施策 個別事業に対する評価

Ｎｏ． 事業 担当課 事業の進捗状況 現計画期間中の取組内容（令和２〜令和５年度）
現計画期間中の事業の達成度

評価
評価の理由・課題

現計画の評価 次期計画　記載検討内容

基本施策 施策 事業 事業の内容 事業の方向性

居場所開設 1
不登校・引きこもりの子ども
への居場所提供

【ＮＰＯ】 C

NPOでは、不登校やひきこもり、登校渋りのある子ども等への
支援として居場所を開設し支援されていました。市のかかわり
の中で必要な子どもたちを、居場所につなげるなど取り組みま
した。
しかし、令和５年度をもって活動を休止されたNPOもあり、継
続した居場所での支援については人的、金銭面での難しさも感
じました。

3

必要としている子どもたちをつなげることができ
るよう、継続した居場所の運営について、団体と一
緒に協議しながら行政ができる支援についても検
討していく必要があります。

居場所開設
不登校・引きこもりの子ども
への居場所提供

不登校や引きこもり、登校渋り等の状態にある子どもに居場所
の提供をしています。
本人の気持ちに寄り添いながら、就学等の社会への再接続を目
指します。

2

1
進学に向けた支援情報の周
知の強化

こども家庭課 E 具体的な検討には至りませんでした。 3 引き続き検討する必要があります。
進学に向けた支援情報の周
知の強化

進学に向け、中学生や高校生にもわかりやすい「支援制度の手
引き」を作成し、各種支援制度の周知に努めます。

2

2
子ども達への情報発信の強
化

こども家庭課 E 具体的な検討には至りませんでした。 3
今後、ＳＮＳの活用の有効性など発信の方法につい
て、学校や関係機関と検討する必要があります。

子ども達への情報発信の強
化

居場所開設や進学にかかる情報などを、子ども達自身が受け取
れるように、ＳＮＳなどを活用した情報発信を行います。

2

　
　
（
４

）
将
来
の
自
立
に
向
け
た
若
者
へ
の
支
援

　
　
（
４

）
将
来
の
自
立
に
向
け
た
若
者
へ
の
支
援
�

情報発信の充実 情報発信の充実
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■子どもの貧困対策推進計画総括及び次期計画にむけた調査票
※第２期子ども・子育て支援事業計画と重なっている事業は省略しています。

＜基本目標２：生活基盤の安定と経済的支援＞

施策 個別事業に対する評価

Ｎｏ． 事業 担当課 事業の進捗状況 現計画期間中の取組内容（令和２〜令和５年度）
現計画期間中の事業の達成度

評価
評価の理由・課題

各事業について評価基準に基づ
き、選択ください。
Ａ．100％（予定通り）
Ｂ．80-100％（概ね予定通り）
Ｃ．60-80％（やや満たない）
Ｄ．40-60％（予定の半分程度）
Ｅ．40％未満（あまり進んでない）

令和２〜５年度中に実施した取組の内容を記入してください。 各事業について評価基準に基
づき、選択ください。
１．十分な成果があった
２．ある程度の成果があった
３．あまり成果はなかった
４．成果はなかった

※これまでの取り組みの結果からみえる問題点や
課題等、評価の理由となるポイントについて、担当
課の考えを記入してください。

１．内容を拡大して継続
２．これまで通りに継続
３．内容を改善して継続
４．縮小
５．廃止

1
生活困窮者自立相談支援事
業（暮らしの相談窓口）

福祉相談課 B

生活困窮者自立相談支援事業
アウトリーチ自立相談支援機能強化事業
　（南丹市社会福祉協議会へ委託）
　南丹市社会福祉協議会に生活相談センターを設置し、専門員
（コミュニティソーシャルワーカー）が関係機関や地域のネット
ワークと連携しながら、生活困窮者の自立や課題解決に向け
て、支援に取り組みました。

2

近年の相談内容をみると、世帯の抱える課題が複
雑化しているケースが多いです。特に、精神疾患や
社会的孤立（ひきこもり）に関する相談が増加して
おり、寄り添った伴走的な支援が求められます。

生活困窮者自立相談支援事
業（暮らしの相談窓口）

生活保護に至るまでの「生活困窮状態」にある方に状況を詳しく
聞き取り、自立した生活に向けての伴走的相談支援を行いま
す。

2

2
生活困窮者家計改善支援事
業（暮らしの相談窓口）

福祉相談課 B

家計改善支援事業（南丹市社会福祉協議会へ委託）
　家計の収支バランスに課題を抱える生活困窮者に対し、相談
員が家計表を活用して課題を整理し、家計再生に向けて支援し
ました。

2

相談の中で家計管理が難しく、カードローンなど多
重債務に至るケースが多くみられます。本制度を
利用された方に対しては、家計改善に向けて支援
を行うが、あくまでも本人契約のため、必要と思わ
れるケースがあっても本人の同意が得られなけれ
ば介入できない課題もあります。

生活困窮者家計改善支援事
業（暮らしの相談窓口）

生活困窮世帯の家計における収支バランスの見直しや、税金・
公共料金・医療費等の滞納料金の支払い方、債務整理などにつ
いて、アドバイスを行います。

2

3
生活困窮者自立支援事業（住
居確保給付金）

福祉相談課 B

住居確保給付事業
　離職や収入減少によって住居を失う恐れがある生活困窮者に
対し、3ヵ月間を基本に家賃相当額を支給し、求職活動を支援し
ました。

2

本事業の利用期間中に就職及び課題解決に結び
つかないケースもあります。相談時に離職理由に
ついて十分聴取し、複雑化した課題がないか始め
の段階で確認しておくことが大事だと感じていま
す。

生活困窮者自立支援事業（住
居確保給付金）

離職などにより住居を失った方又は失うおそれが高い方に対し
て、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相
当額を支給します。

2

4
生活困窮者自立支援事業（一
時生活支援事業）

福祉相談課 B
一時生活支援事業
　住居を持たない生活困窮者に対して、一定期間、宿泊場所や
食事を提供し、住宅の確保や求職活動などを支援しました。

2
南丹市内で本事業の利用可能な施設は、１ヶ所の
みです。よって、本事業の受入可能な施設が今後増
えることが理想ではあります。

生活困窮者自立支援事業（一
時生活支援事業）

住居を持たない方等の不安定な住居形態にある方に、一定期
間、宿泊場所と食事を提供します。

2

5 外国人のための日本語支援 地域振興課 A
生活する上で必要な日本語の取得に向けて、週２回市民ボラン
ティアによる教室を開催しました。

1
年間を通じて日本語教室を開催することで、日本
語の習得による生活基盤の確保に繋がりました。

外国人のための日本語支援
生活する上で必要な日本語の取得に向けて、週２回市民ボラン
ティアによる教室を開催します。

2

生活支援 1 モノ支援 こども家庭課 B

令和４年度から、殿田中学校生徒会と協働で、学用品やおも
ちゃなどのリユース事業に取り組みました。収集した学用品や
おもちゃを、地域の子育て団体、子育てすこやかセンター、社会
福祉協議会、相談員など支援者向けに譲渡会を実施し、子育て
家庭に配布しました。

2
貧困対策の事業ではありますが、教育活動の一環
でもあり、引き続きＳＤＧｓの視点から事業を実施
していきます。

生活支援 モノ支援 制服や学用品などのリユースの仕組みを検討します。 2

1
生活困窮者自立相談支援事
業

福祉相談課 B

就労準備支援事業
　離職者に対し、ハローワーク等と連携して求職活動に取り組
み、世帯の自立や課題解決に向けて支援しました。
　また、就労や生活習慣に課題を抱える生活困窮者に対して居
場所を提供し、伴走型支援などを通じて就労体験や日常生活の
自立支援に取り組みました。

1

ハローワークやなんたん障がい者等・就業支援セン
ター等と連携し、一般雇用枠、障がい者雇用枠、A
型・B型作業所、就労体験メニューなど、幅広い内
容でケースに寄り添った支援をしています。しか
し、長期間離職している者や就業経験が全くない
者についての支援は非常に難しいです。

生活困窮者自立相談支援事
業

生活困窮者の自立に向け、ハローワークなどと連携したサポー
トを行います。（履歴書の書き方、面接の受け方、強みを活かし
た就職活動のしかた）

2

2 就労支援の充実 商工観光課 B

「京都ジョブパーク」による就職相談会について、市の広報紙へ
の掲載や市内施設へのチラシの配架等の周知を継続して行っ
た。
また、「なんたん地域若者サポートステーション」と連携して南丹
市内において職場見学や職場体験を実施し、その後同企業への
就職につなげることができた。
南丹市内在住の「なんたん地域若者サポートステーション」の利
用者のうち、令和２～５年度中の就職者等数は、延べ１３名。

2

市広報紙やチラシ等による情報発信は継続して
行っていますが、SNSを活用した情報発信ができ
ておらず、若者へ情報が届きづらい状況があるた
め、強化する必要があります。

就労支援の充実
なんたん地域若者サポートステーションと連携し、学校を卒業、
中退、あるいは仕事を辞め、現在働いていない49歳までの方
を対象に個別相談や職場体験などを開催します。

2

（
３

）
経
済
的
支
援

手当・医療費助成等の充実 3 生活保護費支給事業 社会福祉課 A

生活保護受給世帯に対し、生活保護法に基づく生活扶助、住宅
扶助、教育扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、医療扶助、介
護扶助のいずれか該当する扶助費を支給し、最低限度の生活保
障と自立の助長のために支援しています。

1 生活保護法に基づき対応しています。

（
３

）
経
済
的
支
援

就労による収入だけでは十分な収入
を得られない家庭に対し、各種手当を
支給するほか、各種制度の利用時に
おいて、減免等による負担軽減を図り
ます。

手当・医療費助成等の充実 生活保護費支給事業
生活保護法に基づき、生活・住宅・教育・出産・生業・葬祭・医療・
介護などの扶助費を支給し、最低限度の生活保障及び自立の助
長を支援しています。

2

2

現計画の評価 次期計画　記載検討内容

基本施策

基本施策 施策 事業 事業の内容 事業の方向性

（
１

）
保
護
者
へ
の
生
活
支
援

生活基盤の確保

（
１

）
保
護
者
へ
の
生
活
支
援

生活に困難を抱える家庭に対し、家庭
の経済的不安定さを和らげるため、家
計や収支の見直しについての相談・助
言等の機会を充実させることにより、
生活の安定を図ります。

生活基盤の確保

（
２

）
保
護
者
へ
の
就
労
支
援

就労支援

（
２

）
保
護
者
へ
の
就
労
支
援

生活に困難を抱える家庭では、その他
の世帯に比べ、保護者の就労状況は
非正規の就労形態であったり、就労し
ていない状況が多くなっています。
保護者が安心して就労できるよう子
育て支援の充実を図るとともに、保護
者の安定した就労につながる支援を
行います。

就労支援

3



■子どもの貧困対策推進計画総括及び次期計画にむけた調査票
※第２期子ども・子育て支援事業計画と重なっている事業は省略しています。

＜基本目標３：社会全体での気づきの醸成と支援への仕組みづくり＞

施策 個別事業に対する評価

Ｎｏ． 事業 担当課 事業の進捗状況 現計画期間中の取組内容（令和２〜令和５年度）
現計画期間中の事業の達成度

評価
評価の理由・課題

各事業について評価基準に基づ
き、選択ください。
Ａ．100％（予定通り）
Ｂ．80-100％（概ね予定通り）
Ｃ．60-80％（やや満たない）
Ｄ．40-60％（予定の半分程度）
Ｅ．40％未満（あまり進んでない）

令和２〜５年度中に実施した取組の内容を記入してください。 各事業について評価基準に基
づき、選択ください。
１．十分な成果があった
２．ある程度の成果があった
３．あまり成果はなかった
４．成果はなかった

※これまでの取り組みの結果からみえる問題点や
課題等、評価の理由となるポイントについて、担当
課の考えを記入してください。

１．内容を拡大して継続
２．これまで通りに継続
３．内容を改善して継続
４．縮小
５．廃止

地域での気づき 1
主任児童委員、民生委員・児
童委員との連携

福祉相談課 B

令和２～４年度については、感染症の流行もあり、地域の行事
の縮小・中止により活動も制限された中ではありましたが、毎月
の登下校見守り活動や、駐在所との情報交換を続けることによ
り、地域における子どもたちの生活の実態把握に努めるととも
に学校教職員との連携体制の基盤構築を図りました。

2

単身世帯の増加に伴う家庭や地域におけるつなが
りや支え合いの希薄化により、家庭の状況や子ど
もたちが抱える問題が分かりにくくなってきてい
ます。また、少子高齢化により、子どもたちを見か
けることがほとんどないような地域もあるのが現
状です。そんな中でも、それぞれの地域行事を通じ
ての交流や登下校の見守りを続けることにより、
少しでも子どもたちの生活実態を把握できるよう
努めることができました。
また、部会や地区会議の中で意見交換を行い、委
員同士で情報を共有することができました。

地域での気づき
主任児童委員、民生委員・児
童委員との連携

見守りの視点で、地域の子ども達の実態の把握に努めていただ
き、気になる家庭や児童について、こども家庭課に情報共有い
ただきます。

2

庁内連携 1
庁内連携組織の設置
（庁内調整会議の設置）

こども家庭課 B
令和３年度より「南丹市子どもの貧困対策庁内推進委員会」を
設置して、本計画を推進と貧困対策の総合的かつ効果的な推進
を図りました。

2
今後も市の課題や施策などについて協議していく
必要があります。

庁内連携
庁内連携組織の設置
（庁内調整会議の設置）

子ども・若者の現状や課題等の実態を詳細に把握し、子ども・若
者への支援と家庭環境の改善に向けた具体的な解決策の検討
を行う包括的な庁内の支援体制を構築します。

2

課題への気づき 1 気づきマニュアルの作成 こども家庭課 A
令和4年度、気づきマニュアルを作成して、南丹市民生児童委員
協議会や市役所内各課へ配布しました。

2
今後も、地域の方の気づきにつながるようマニュア
ルを広めていく必要があります。

課題への気づき 気づきマニュアルの作成

困難を抱える世帯ほど、行政や民間の相談窓口や支援策の情報
を得られず必要な支援につながっていない傾向にあるため、自
発的な相談がなくとも、家庭の状況に気づける体制づくりが必
要です。そのため、母子保健事業の様々な場面や、保育所、幼稚
園、認定こども園、小学校、中学校、放課後児童クラブ、児童館
など日々子どもや保護者と接する機会の多い関係機関や相談
時の支援者に向けた「気づきマニュアル」を作成し運用します。

2

（
２

）
気
づ
き
・
つ
な

げ
る
人
材
の
育
成

理解推進 1
子どもの貧困への理解の推
進

こども家庭課 A
地域の支援者向け研修を継続的に実施し、当事者の声を届ける
映画の上映やヤングケアラーについての研修、事例を通じた情
報共有に取り組みました。

2
今後も地域と行政とが一緒になり、今後も継続し
て子どもの貧困対策に取り組む必要があります。

（
２

）
気
づ
き
・
つ
な

げ
る
人
材
の
育
成

生活に困難を抱える子どもや家庭に
早期に気づき、適切な支援につなげ
ていけるよう、子どもや家庭に最も身
近な地域において困りごとに気づき、
地域で見守る人材の発掘、育成を推
進します。

理解推進
子どもの貧困への理解の推
進

日頃から子どもや家庭と関わる関係機関の関係者をはじめ、地
域の支援者や広く市民に対し、困難を抱える子どもの現状や支
援などについて、子どもの貧困への関心や理解を深めるための
研修等を実施します。

2

1
地域応援ネットワーク会議
（仮称）の開催

こども家庭課 B
社会福祉協議会など様々な関係機関と意見を交わす場を持ち、
子どもの貧困対策について情報共有や方向性について確認し
ました。

2
それぞれの団体などの特徴や活動を活かしつつ、
市全体の機運醸成が図れるネットワーク作りに取
り組んでいく必要があります。

地域応援ネットワーク会議
（仮称）の開催

行政だけでなく、関係機関や子ども達の支援を行う団体等と連
携し、市全体で貧困対策に取組む体制を整えます。

2

2 持続可能な支援活動の研究 こども家庭課 E 具体的な検討には至りませんでした。 4 引き続き検討、協議する必要があります。 持続可能な支援活動の研究
各地域での取組を継続的なものとするために、活動資金の確保
などについて研究を行います。

2

情報発信 1 情報発信についての研究 こども家庭課 E 具体的な検討には至りませんでした。 4
「南丹市子どもの貧困対策庁内推進委員会」などで
意見交換のうえ検討する必要があります。

情報発信 情報発信についての研究
子育てに関する情報を市民が容易に入手できるような情報発
信の仕組みについて研究を行います。（ＳＮＳ、アプリなど）

2

現計画の評価 次期計画　記載検討内容

基本施策

基本施策 施策 事業 事業の内容 事業の方向性

（
１

）
連
携
体
制
の
構
築

（
１

）
連
携
体
制
の
構
築

「子どもの生活状況調査」からは、生
活に困難を抱える家庭では、その他の
世帯に比べ、心配事や悩み事の相談
相手がいない割合が高くなっており、
周囲の目を気にして支援を求められ
なかったり、地域の目が届かず、社会
的に孤立しやすくなっている状況がみ
られます。
また、生活に困難を抱える家庭の子ど
もも「新しい文房具」、「携帯電話、ス
マートフォン」などを持っていたり、
「誕生日のお祝い」をもらっていたり
する割合は高く、そうではない子と見
分けることが非常に難しい状況がみ
られます。
生活に困難を抱える子どもや家庭に
早期に気づき、適切な支援につなげ
ていけるよう、様々な事業や健診など
の機会に困り事に気づき、支えていく
支援体制の整備を進めます。
また、地域、学校、関係団体、行政等の
専門機関の連携を強化し、切れ目なく
制度や支援に確実につなげていく体
制を整えます。

（
３

）
社
会
全
体
で
の
子
ど
も
の
支
援

地域における連携体制

（
３

）
社
会
全
体
で
の
子
ど
も
の
支
援

子どもの貧困を社会的に重要な課題
として認識し、社会全体で子どもの支
援を図るための情報発信や当事者団
体等への支援を行います。

地域における連携体制

4


